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●令和6年度診療報酬改定の主な届出状況

入院ベースアップ評価料
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入院ベースアップ評価料 東北６県分布 165点が最大
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対象職員の給与総額×2分3厘－外来ベースアップ評価料の点数

延べ入院患者数×10円
[C]＝
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ベースアップ評価料の変更届
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●届け出た時点と比較
・対象職員の給与総額
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数
・延べ入院患者数
・【Ｃ】

のいずれの変化も１割以内である場合においては、不要

3月、6月、9月、12月に再計算し 変動が１割を超えたら変更届

●届出に関する事項（施設基準概略）
(２)「賃金改善計画書」を新規届出時及び毎年４月に作成し、新規届出時及び毎年６月にお
いて、地方厚生(支)局長に届け出ること。
(３) 毎年８月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実
績報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
(４) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料、外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに
入院ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合
には、当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事
情届出書」を作成し届け出ること。
(５) 保険医療機関は、入院ベースアップ評価料の算定に係る書類(「賃金改善計画書」等の
記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後３年間保管すること。

届出後の措置
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(５) (４)について、算出を行う月、その際に用いる「対象職員の給与総額」、「外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「延べ入院患
者数」の対象となる期間、算出した【Ｃ】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は別表７のとお
りとする。「対象職員の給与総額」は、別表７の対象となる12 か月の期間の１月あたりの平均の数値を用
いること。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定さ
れる点数の見込み」は、初診料等の算定回数を用いて計算し、別表７の対象となる３か月の期間の１月あた
りの平均の数値を用いること。「延べ入院患者数」は、別表７の対象となる３か月の期間の１月あたりの延
べ入院患者数の平均の数値を用いること。

また、毎年３、６、９、12 月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生
(支)局長に届出を行った上で、翌月(毎年４、７、10、１月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
なお、区分の変更に係る届出においては、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃
金総額」について対象職員の賃金総額を算出すること。ただし、前回届け出た時点と比較して、別表７の対
象となる３か月の「対象職員の給与総額」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、「延べ入院患者数」及び【Ｃ】のいずれの変化も１
割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。新規届出時(区分変更により新たな
区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は、直近の別表７の「算出を行う月」における対
象となる期間の数値を用いること。ただし、令和６年６月３日までに届出を行った場合は、令和６年６月に
区分の変更を行わないものとすること。

算出を行う月
「対象職員の給与総額」
の対象となる期間

「点数の見込み」及び
「延べ入院患者数」の
対象となる期間

届け出た区分に従って算
定を開始する月

３月 前年３月～２月 前年１２月～２月 ４月

６月 前年６月～５月 ３月～５月 ７月

９月 前年９月～８月 ６月～８月 １０月

１２月 前年１２月～１１月 ９月～１１月 翌年１月

別表７
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●令和6年度診療報酬改定の主な届出状況

A000 初診料 注1   A001 再診料 注1     情報通信機器を用いた診療

ア 「オンライン指針」に該当。診療内容、診察日及び診察時間等の要点を診療録に記載
イ 対面診療を提供できる体制。原則、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で

実施。
ウ 急変時に当該保険医療機関が実施。やむを得ない場合の対応を患者へ説明
エ 対面診療との組み合わせて行う。
オ 「オンライン診療に適さない症状」を踏まえ実施。

要件

●医師がオンライン診療（初診）で処方すべきでない医薬品
糖尿病治療薬（注）・脂質異常症治療薬、向精神薬（抗うつ薬、抗不安薬、睡眠導入剤

（睡眠薬）など）、麻薬系の鎮咳薬など、麻薬類 など

●情報通信機器を用いた診療に係る基準

A000 初診料　　A001 再診料 注１　　A002 外来診療料 注１  

病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所

11 52 15 84 14 141 13 54 8 76 21 90

福島県青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県

●オンライン初診料 253点 再診料 75点
●通院・在宅精神療法 精神保健指定医 30分以上（410点→357点）※施設基準

〃 30分未満（315点→274点）※施設基準

※ 3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬を投与した場合は算定できない。

R6.12沼田まとめ



●医療DX推進体制整備加算

A000 初診料 注16

病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所

34 205 42 273 51 681 19 171 25 222 44 369

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
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●令和6年度診療報酬改定の主な届出状況

A000 初診料 注16   医療DX推進体制整備加算

① 診察室等において、マイナ保険証で閲覧又は活用できる体制
② マイナ保険証の利用勧奨の掲示
③ マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
④ 電子処方箋を発行する体制を有していること。（R7.4から）
⑤ 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。（R7.10から）

要件

●マイナ保険証利用率の施設基準は届出不要。すでに医療ＤＸ推進体制整備加算の届出を行っている場合は届出直しは不
要（新たに「医療ＤＸ推進体制整備加算」を届け出る場合には、届出手続きをお願いいたします）届出ていても、実績が
基準に満たなくなった場合には算定できません。

●医療DX推進体制整備加算１（利用率30％） 11点
〃 ２（利用率20％） 10点
〃 ３（利用率10％）   8点

※ 令和7年1月から3月まで

R6.12沼田まとめ



●精神科入退院支援加算

A246-2

病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所

3 - 0 - 3 - 3 - 3 - 5 -

福島県青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県
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●令和6年度診療報酬改定の主な届出状況

A246-2 精神科入退院支援加算

・当該入退院支援部門に専従の看護師及び専任の精神保健福祉士又は専従の精神保健福祉士
及び専任の看護師が配置 
・入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は精神保健福祉士が、各病棟に専任で配
置されていること。

要件（ハードル）

●青森県：弘前愛成会病院、青南病院、高松病院
宮城県：佐藤病院、東北会病院、東北大学病院
秋田県：市立秋田総合病院、横手興生病院、秋田大学医学部附属病院
山形県；山形県立こころの医療センター、かみのやま病院、山形大学医学部附属病院
福島県：あさかホスピタル、星ケ丘病院、舞子浜病院、寿泉堂松南病院、飯塚病院

●精神科入退院支援加算（退院時1回） 1,000点
※ 精神保健福祉士配置加算、精神地域移行実施加算、精神科退院指導料は算定できない。

R6.12沼田まとめ



●施設基準
（１）当該保険医療機関内に入退院支援部門が設置。
（２）当該入退院支援部門に専従の看護師及び専任の精神保健福祉士又は専従の精神保健福祉士及び専任の看護師が配置 
（３）入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は精神保健福祉士が、各病棟に専任で配置されていること。
（４）次のア又はイを満たすこと。

ア 以下の（イ）から（ホ）に掲げる、転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い連携する機関の数の合計
が10以上であること。ただし、（イ）から（ホ）までのうち少なくとも３つ以上との連携を有していること。

（イ）他の保険医療機関 （ロ）障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等事業者
（ハ）児童福祉支援法に基づく障害児相談支援事業所等 （ニ）介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密

着型サービス事業者、居宅介護支援事業者又は施設サービス事業者
（ホ）精神保健福祉センター、保健所又は都道府県若しくは市区町村の障害福祉担当部署

イ 直近１年間に、地域移行支援を利用し退院した患者又は自立生活援助若しくは地域定着支援の利用に係る申請手
続きを入院中に行った患者の数の合計が５人以上であること。
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A246-2 精神科入退院支援加算
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●入退院支援部門と病棟の従事者
入退院部門には専従者と専任者の２名
病棟には業務専従の専任者１名

配置例
例１）入退院支援部門

精神保健福祉士Ａが専従
看護師Ｂが専任

病棟
看護師Ｂが業務専任又は
精神保健福祉士Ｃが業務専任

例２）入退院支援部門
精神保健福祉士Ａが専任
看護師Ｂが専従

病棟
精神保健福祉士Ａが業務専任又は
看護師Ｃが業務専任

●入退院支援部門と病棟の「専従・専任」

看護業務ができない看護師
を確保できるか

ポイント！

看護師Ｂ：
看護業務×
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●令和6年度診療報酬改定の主な届出状況

A315 精神科地域包括ケア病棟入院料

「当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が１人以上配置されていること。 
ただし、休日の日勤時間帯にあっては当該保険医療機関内に作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が１人以上配置
されており、必要に応じて当該病棟の入院患者に作業療法、相談支援又は心理支援等を提供できる体制を有していればよ
いこととする。」

要件（ハードル）

●精神科地域包括ケア病棟入院料（1日につき） 1,535点
自宅等移行初期加算 100点（転棟・転院又は入院した日から90日間）

R6.12沼田まとめ

●精神科地域包括ケア病棟入院料

A315

病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

疑義解釈その1（R6.3.27）問121 「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当該病棟において、日
勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が常時１人以上配置されていること。」とされているが、
休日を含め全ての日において常時１人以上配置している必要があるか。 （答）そのとおり。 

疑義解釈その5 問3(R6.5.17） （答）当該事務連絡のとおり、当該病棟において、日勤時間帯にあっ
ては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が１人以上配置されていること。ただし、休日の日勤時
間帯にあっては当該保険医療機関内に作業療法士、精神保医健福祉士又は公認心理師が１人以上配置され
ており、必要に応じて当該病棟の入院患者に作業療法、相談支援又は心理支援等を提供できる体制を有し
ていればよい。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和６年３月28日事
務連絡）別添１の問121は廃止する。 

注意



入院料のルール（特定入院料）
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●令和6年度診療報酬改定の主な届出状況

I002 注8  通院・在宅精神療法／療養生活継続支援加算

・専任の精神保健福祉士
・看護師、精神保健福祉士等が、患者又は家族等に対面による20分以上の面接
・保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関と連絡調整
・３月に１回の頻度で関係職種によるカンファレンス
・初回の支援から２週間以内に「支援計画書」の作成（別紙様式51の２）

要件（ハードル）

●療養生活継続支援加算（月1回・1年限度） 
退院時共同指導1を算定した患者 500点 左記以外の患者 350点

R6.12沼田まとめ

●通院・在宅精神療法／療養生活継続支援加算

I002 注8

病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所

5 2 8 3 9 7 3 0 7 1 7 1

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

●宮城県：宮城県立精神医療センター、小島病院、PFC HOSPITAL、佐藤病院、東北会病院
東北医科薬科大学病院、仙台赤十字病院、仙台市立病院、エバーグリーン病院
あけぼのクリニック、富谷ファミリーメンタルクリニック、原クリニック、みよしメンタルクリニック
クリニック・ネオ、せんだいＧ＆Ａクリニック、桂メンタルクリニック

山形県：山形さくら町病院、若宮病院、米沢こころの病院、山形県立こころの医療センター、PFC HOSPITAL
かみのやま病院、佐藤病院
酒田駅前メンタルクリニック
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課題内容 支援者

本人の希望 （機関名・担当者名・連絡先）

環境要因

生活機能

本人の実施
状況

支援者の
実施事項

評価項目
支援の
必要性

サインに気づいたときにすること

自分がすること 周りの人がすること

調子が悪くなったときのサイン

周りの人が気づくサイン自分でわかるサイン

別紙様式51の2
「療養生活の支援に関する計画書」

R6.12沼田まとめ
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●令和6年度診療報酬改定の主な届出状況

I002 注11  通院・在宅精神療法／早期診療体制充実加算

・病院 過去6か月間の30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数
／通院・在宅精神療法の算定回数≧5%

・診療所 過去6か月間の「初診時に60分以上」の通院・在宅精神療法の算定回数(合計）
／勤務する精神保健指定医≧60

要件（ハードル）

●青森県：青森県立つくしが丘病院、弘前愛成会病院
宮城県：東北大学病院、小島病院
山形県；さくら町病院、米沢こころの病院、山形県立こころの医療センター、かみのやま病院、秋野病院

酒田駅前メンタルクリニック
福島県：竹田綜合病院、あさかホスピタル、星ケ丘病院、寿泉堂松南病院

●早期診療体制充実加算 
イ 病院の場合  (1) 1年以内 20点 (2) (1)以外 15点
ロ 診療所の場合 (1) 3年以内 50点 (2) (1)以外 15点

R6.12沼田まとめ

●通院・在宅精神療法／早期診療体制充実加算

I002 注11

病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所

2 0 0 0 2 0 0 0 5 1 4 0

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
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R6.3.5 厚生労働省資料
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●令和6年度診療報酬改定の主な届出状況

I002 注12  通院・在宅精神療法／情報通信機器を用いた精神療法

ア及びイを満たしていること
ア 精神科救急医療確保事業における常時対応医療機関又は病院群輪番制の指定医療機関として、時間外等の入院件数

が10件以上そのうち1件は都道府県等又は時間外等外来対応件数年10件以上又はであること。精神科救急医療確保事
業において外来対応施設であり、時間外対応加算１の届出を行っていること。

イ 情報通信機器を用いた精神保健指定医が時間外等外来対応件数が年6回以上又は精神保健指定医の業務を年1回以上
行っていること。

要件（ハードル）

●情報通信機器を用いた精神療養 
通院・在宅精神療法 精神保健指定医 30分以上（410点→357点）※施設基準

〃 30分未満（315点→274点）※施設基準
※ 3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬を投与した場合は算定できない。

R6.12沼田まとめ

●通院・在宅精神療法／情報通信機器を用いた精神療法

I002 注12

病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所

1 0 2 0 0 3 1 0 0 0 2 0

福島県青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県

●青森県：弘前愛成会病院
岩手県：岩手医科大学病院、県立一戸病院
宮城県：名取駅東口クリニック、原クリニック、かもみーる心のクリニック仙台院
秋田県：秋田大学医学部附属病院
福島県：富士病院、あさかホスピタル



ご清聴ありがとうございました。

●ネクスト研修会の予定
1月28日WEB
2月25日集合・WEB
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